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三
重
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
つ
い
て
、
県
、
県
民
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
県
が
実
施
す
る
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
定
め
、
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

薬
物
の
濫
用
か
ら
県
民
の
健
康
と
安
全
を
守
り
、
も
っ
て
県
民
が
平
穏
に
か
つ
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
る
健
全
な
社
会
の
実
現
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
薬
物
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。 

一 

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
麻 

二 

覚
せ
い
、
、
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
覚
せ、

い、
剤
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
覚
せ
い
、
、
剤
原
料 

三 

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
麻

薬
、
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
麻
薬
原
料
植
物
及
び
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
向
精
神
薬 

四 

あ
へ
ん
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
け
し
、
同
条
第
二

号
に
規
定
す
る
あ
へ
ん
及
び
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
け
し
が
ら 

五 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
十
二
条
の
二
に
規

定
す
る
ト
ル
エ
ン
並
び
に
酢
酸
エ
チ
ル
、
ト
ル
エ
ン
又
は
メ
タ
ノ
ー
ル
を
含
有
す
る
シ
ン
ナ
ー
（
塗

料
の
粘
度
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
有
機
溶
剤
を
い
う
。
）
、
接
着
剤
、
塗
料
及
び
閉
そ

く
用
又
は
シ
ー
リ
ン
グ
用
の
充
て
ん
料 

六 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
次
号
に
お
い
て
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
五

項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
薬
物
（
第
五
条
に
お
い
て
「
指
定
薬
物
」
と
い
う
。
） 

七 

中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
の
作
用
（
当
該
作
用
の
維
持
又
は
強
化
の
作
用
を

含
む
。
）
を
有
す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危

害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
（
前
各
号
に
掲
げ
る
物
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
医
薬
品
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
九
条
の
二
第
四
項
、
第
二

十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
四
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第

一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
製
造
販
売
を
さ
れ
た
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
酒
類
及
び
た
ば
こ
を
除
く
。

以
下
「
危
険
薬
物
」
と
い
う
。
） 

（
県
の
責
務
） 

第
三
条 

県
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
県
民
の
責
務
） 

第
四
条 

県
民
は
、
薬
物
の
危
険
性
に
関
す
る
知
識
と
理
解
を
深
め
、
薬
物
の
濫
用
を
防
止
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

県
民
は
、
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
県
の
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
医
師
及
び
薬
剤
師
の
責
務
） 

第
五
条 

医
師
及
び
薬
剤
師
は
、
患
者
に
対
す
る
医
療
等
の
提
供
を
行
う
に
当
た
り
、
当
該
患
者
が
指
定

薬
物
又
は
危
険
薬
物
を
み
だ
り
に
使
用
し
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
又
は
当
該
使
用
を
疑
う
に
足
り
る
相



当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
使
用
に
係
る
こ
れ
ら
の
薬
物
の
名
称
そ
の
他
の
当
該
薬
物

の
特
定
等
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
知
事
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
建
物
等
を
他
人
に
使
用
さ
せ
る
者
の
責
務
） 

第
六
条 
県
内
に
所
在
す
る
建
物
等
を
賃
貸
借
又
は
使
用
貸
借
に
よ
り
他
人
に
使
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
者

は
、
当
該
使
用
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
際
に
、
当
該
建
物
等
に
お
い
て
法
律
又
は
こ
の
条
例
の
規
定

に
違
反
し
て
薬
物
の
製
造
、
販
売
等
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
当
該
契
約
を
解
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
推
進
体
制
の
整
備
） 

第
七
条 

県
は
、
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
必

要
な
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
調
査
研
究
の
推
進
） 

第
八
条 

県
は
、
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
施
策
を
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
す

る
た
め
、
薬
物
に
関
す
る
調
査
研
究
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
情
報
の
収
集
等
及
び
提
供
） 

第
九
条 

県
は
、薬
物
の
濫
用
か
ら
県
民
の
健
康
と
安
全
を
守
る
た
め
、薬
物
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、

収
集
、
整
理
、
分
析
等
を
行
い
、
県
民
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
収
集
等
の
結
果
を
、
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
施
策
に
反

映
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

（
教
育
及
び
啓
発
） 

第
十
条 

県
は
、
県
民
が
薬
物
の
危
険
性
に
関
す
る
正
確
な
知
識
に
基
づ
き
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
教
育
及
び
啓
発
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
国
等
と
の
連
携
等
） 

第
十
一
条 

県
は
、
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
、
国
、
他
の
地
方
公
共
団

体
及
び
薬
物
の
濫
用
の
防
止
を
目
的
と
す
る
団
体
と
の
連
携
及
び
協
力
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

（
依
存
症
等
か
ら
の
回
復
支
援
） 

第
十
二
条 

県
は
、
薬
物
の
依
存
症
及
び
中
毒
症
状
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
依
存
症
等
」
と
い
う
。
）

を
有
す
る
者
の
依
存
症
等
か
ら
の
回
復
又
は
薬
物
の
依
存
症
の
予
防
に
資
す
る
た
め
、
相
談
体
制
並
び

に
専
門
的
な
治
療
及
び
社
会
復
帰
へ
の
支
援
に
関
す
る
体
制
の
充
実
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
医
師
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
が
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た

り
依
存
症
等
を
有
す
る
者
を
発
見
し
た
と
き
に
、
そ
の
者
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
県
が
実
施

す
る
事
業
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
危
険
薬
物
の
使
用
等
の
禁
止
） 

第
十
三
条 

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
行
為
（
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
禁
止
行
為
」
と

い
う
。
）
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
の
用
途
及
び
人
の
身
体
に
対
す
る
危
害
の
発
生
を
伴
う
お
そ
れ
が

な
い
用
途
と
し
て
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
危
険
薬
物
を
購
入
し
、
若
し

く
は
譲
り
受
け
、
又
は
所
持
す
る
こ
と
。 

二 

危
険
薬
物
を
吸
入
、
摂
取
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
人
の
身
体
に
み
だ
り
に
使
用
す
る
こ
と
。 

（
警
告
） 



第
十
四
条 

知
事
は
、次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、警
告
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 
前
条
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
て
危
険
薬
物
を
購
入
し
、
譲
り
受
け
、
若
し
く
は
所
持
し
、
又
は

こ
れ
ら
の
行
為
を
し
よ
う
と
し
た
者 

二 

前
条
第
二
号
の
規
定
に
違
反
し
て
危
険
薬
物
を
人
の
身
体
に
み
だ
り
に
使
用
し
た
者 

２ 

前
項
の
警
告
は
、
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
警
告
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
禁
止
行
為
の
中
止
等
の
命
令
） 

第
十
五
条 

知
事
は
、
前
条
の
警
告
に
従
わ
な
い
者
に
対
し
、
当
該
禁
止
行
為
の
中
止
、
危
険
薬
物
の
廃

棄
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
過
去
に
前
条
の
警
告
を
受
け
た
者
が
禁
止
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
同
条
の
警
告
を
発
す
る

こ
と
な
く
、
当
該
禁
止
行
為
の
中
止
、
危
険
薬
物
の
廃
棄
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
三
重
県
薬
物
等

評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。 

（
三
重
県
薬
物
等
評
価
委
員
会
） 

第
十
六
条 

前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
諮
問
に
応
じ
て
調
査
審
議
を
行
わ
せ
る
た
め
、
三
重

県
薬
物
等
評
価
委
員
会
（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

２ 

委
員
会
は
、
委
員
三
人
で
組
織
す
る
。 

３ 

委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す

る
。 

４ 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

５ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め

る
。 

（
委
任
） 

第
十
七
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定

め
る
。 

（
過
料
） 

第
十
八
条 

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
及
び
第
十
八
条

の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 


